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『規制・制度改革に係る追加方針J (.平成 23 年 7月 ~2 目閣鶴決定j において平成 23
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F規制・制度改革に係る追加方針J (平成 23年 7月 22'日間接決定)においては、

廃棄物の処理及び情掃に関する法律(昭和信年法律第 137号。以下「法Jというo ) 

・の適用に闘して、現行制度で可能な再委誕の範聞の現植化のため平成 23年度中に必

.裏な措置を講ずることとされたととろであるが、これを受け、下記のとおり解釈の明

確化を図るこ色 kしたので通知する。貴職におかれでは、下記の事項に賀意のよ、そ

の運用に遺漏なきを期されたいー

なお、J本通知は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号〉第.246粂の4第1項の規定

に基づく技術的な助言であることを串し添える.

記.

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。以下同じ.)の処理の再委託について

は、法第.14条第 16項及び第 14条の4第 16項において原則的広禁止されているa ‘

これは、.帯番詫は産業廃棄物の処理についての責任の所在を不明確にし、不法投棄ー

嬉の不適正処理を講指ずるおそれがあることから、産業廃築物処理業者(特別管理.

産業廃棄物処理難者を含む.以下関じ.)が委誕を受けた産業廃棄物の処理を他人

に再香住することを原則として禁止するものである.

ただし、産業廃棄物処理業者が委託を受けた産業廃棄物の処理について、廃棄物

の処理及び滑掃に関する法樟施行令(昭和 46年政令第 300号)第6条の 12若しぐ

は第6条の 15に規定する再委託基準に従って再委詫する場合又は廃棄物の処理及

び清掃に関する法律施行規則(昭和的年厚生省令第 35号)第 10条の7若しくは
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第 10条の 19に規定する場合に再委書記をすることは、よ記趣旨に反するものではな

し処理施設の故障により受託した車業廃棄物の処分が困難とな。た等の緊急的な

事盟都生じた場合等に限定されないことに留意されたい. 
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